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1． 概要 

団体名 公益社団法人 日本薬剤師会 

設立 昭和 25年 8月 9日 

所在地 東京都新宿区四谷三丁目 3番地 1 

会長 山本 信夫 

[任期：平成 28年 6月 ～ 平成 30年 6月] 

事務所 公益社団法人 日本薬剤師会 

東京都新宿区四谷三丁目 3番地 1 

使用人の数 内務職員 4名 

 

2. 業務運営の組織 

 （組織図） 

 

3. 理事及び監事の状況   

（事業年度末現在） 

氏  名 地位及び担当 兼職法人等名 そ の 他 

山本 信夫 会長  28.6.26 再任 

森  昌平 副会長  28.6.26 再任 

乾  英夫 副会長  28.6.26 再任 

石井 甲一 副会長  28.6.26 再任 

田尻 泰典 副会長  28.6.26 就任 

総会

理事 監事

理事会

常務理事会

年金委員会

コンプライアンス
委員会 保険計理人

総務部
会計・厚生課

会計監査人

Ⅰ．認可特定保険業に関する概要及び組織 
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鈴木 洋史 副会長  28.6.26 再任 

寺山 善彦 専務理事  28.6.26 再任 

安部 好弘 常務理事  28.6.26 再任 

永田 泰造 常務理事  28.6.26 再任 

宮﨑 長一郎 常務理事 一般社団法人 

長崎県薬剤師会会長 

28.6.26 再任 

村松 章伊 常務理事 一般社団法人 

愛知県薬剤師会会長 

28.6.26 再任 

有澤 賢二 常務理事  28.6.26 再任 

川上 純一 常務理事  28.6.26 再任 

島田 光明 常務理事  28.6.26 就任 

亀井 美和子 常務理事  28.6.26 就任 

渡邉 和久 常務理事  28.6.26 就任 

吉田 力久 常務理事  28.6.26 就任 

渡邊 大記 常務理事  28.6.26 就任 

笠井 秀一 理事 一般社団法人 

兵庫県薬剤師会会長 

28.6.26 就任 

木俣 博文 理事  28.6.26 再任 

藤野 哲朗 理事 公益社団法人 

福岡県薬剤師会会長 

28.6.26 再任 

明石 文吾 理事 公益社団法人 

静岡県薬剤師会会長 

28.6.26 再任 

上村 直樹 理事  28.6.26 再任 

道明 雅代 理事  28.6.26 再任 

荻野 構一 理事  28.6.26 再任 

大原  整 理事 一般社団法人 

滋賀県薬剤師会会長 

28.6.26 再任 

清水  大 理事  28.6.26 再任 

安西 英明 理事 一般社団法人 

香川県薬剤師会会長 

28.6.26 就任 

鵜飼 典男 理事  28.6.26 就任 

豊見  敦 理事  28.6.26 就任 

戸塚 光博 監事 税理士（税理士事務所開業） 28.6.26 再任 

宮手 義和 監事  28.6.26 就任 

小野 春夫 監事  28.6.26 就任 
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 1. 薬剤師年金保険制度について 

 (1)概要 

昭和 48年 7月に発足した薬剤師年金保険は、現在加入口数約 30,000口（加入者約 3,400名）、

受給者約 6,700名、年金資産約 264億円になりました。全加入者が終身にわたって支障なく老齢

年金を受給できるように、皆様の一層のご理解を得て、新規ご加入のおすすめをいたすとともに

既加入者の増口もおすすめいたしております。 

１．日本薬剤師会の会員だけが加入できる年金です。 

２．保険料は年齢等に関係なく、月払一口 2,400円です（年払 28,570円） 

最高 50口まで加入できます。 

３．終身保証＋遺族年金制度です。 

割安な保険料で年金は終身保証です。 万一の場合の遺族年金制度もあります。 

４．年金額は自由設計です。 

プロフェッションとしての薬剤師にふさわしく、経済情勢の変動に対処できるようご希

望の年金額を自由に決められます。  

５．若い方ほど有利です。 

複利で運用するため、加入年齢が若い方ほど、受取る年金額は多くなります。 

６．年金資産は信託銀行で運用しています。 

年金資産は国内の信託銀行に委託してあり、その資産は、信託法により分別管理され、

安全性が確保されています。 

 

   (2)申し込みについて 

１．加入・口数増加資格 

59歳までの日本薬剤師会の会員 

２．申込手続 

申込用紙に所定の事項を記入し、重要事項のお知らせの内容を承諾のうえ、日本薬剤師

会 会計・厚生課までご提出ください。申込用紙は専用フォームにてご請求ください。 

３．加入申込み及び口数増加の時期 

いつでも受付けております(毎月 20 日締切り)。加入・口数増加時期は申込日の翌月以

降の月を指定できます。但し、加入口数の減口はできませんのでご注意ください。 

４．「加入者証」と「加入者のしおり」 

初回保険料を払込んだ 2カ月後までにお送りします。 

「加入者のしおり」には「公益社団法人日本薬剤師会年金規則」を記載しています。 

Ⅱ．主要な業務の内容 

http://www.nichiyaku.or.jp/about/fukuri/form_nenkin.html
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５．委託銀行 

りそな銀行（薬剤師年金保険幹事銀行）・三菱 UFJ信託銀行・ 三井住友信託銀行・みず

ほ信託銀行 

     

    (3)保険料及び給付について 

    １．保険料 

申込日の翌月以降に指定された加入月から 64歳 11カ月まで払込みます。 

払込み方法は次の２種類から１つだけ選んでください。 

  ①月払い   １口当たり  ２,４００円 

  ②年払い   １口当たり ２８,５７０円 

２．保険料払込み方法 

いずれも口座振替で払い込みます。振替指定口座は普通銀行・ 信託銀行・ゆうちょ銀

行のなかからご指定ください。 保険料の振替日は毎月 25日から月末までの間です。 

（注）前記の振替指定口座につきましては、特殊銀行・信用金庫・信用組合・農業協同

組合・インターネット銀行では取扱いませんのでご注意ください。             

３．老齢年金の受給資格 

加入期間（保険料の払込期間）が 5年以上で年金として受取れます。 

４．老齢年金の給付期間 

満 65歳から終身にわたって受取れます。(保証期間 15年)  

受給者が保証期間内に死亡の場合は、保証期間の残りの期間をご遺族に給付します。 

５．老齢年金の給付額 

「老齢年金給付月額表」をご参照ください。 

 ※3年毎に行われる年金財政の再計算等により変更することがあります。 

受取りの一時払制度もあります。 

６．その他の給付 

遺族一時金・遺族年金・繰上げ老齢年金・繰延べ老齢年金・脱退一時金の制度もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nichiyaku.or.jp/?page_id=15089
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1. 2016年度における事業の概況 

(1)全般の概況 

公益社団法人日本薬剤師会の薬剤師年金保険（以下、「薬剤師年金」という。）は平成 23

年 5月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」により、平

成 24 年 4 月から特定保険業の認可を取得し、認可特定保険事業として開始すると共に、財

政健全化計画に従い、財政の健全化に努めております。 

平成 28年度においては、平成 25年に策定した財政健全化計画に基づき、引き続きその推

進に努めております。また、新規加入勧奨の積極的な実施についても継続して行っておりま

す。さらに、昨年度実施した年金制度に関するアンケート調査において、年金への要望や課

題を改善するために、財政健全化計画の変更を検討し、認可特定保険業の主務官庁に新たな

財政健全化計画（変更）を提出いたしました。財政健全化計画の変更に伴い、薬剤師年金保

険制度についても変更等の検討を行いました。 

当年度の主な取り組み内容や成果は以下の通りです。 

 

  (2) 財政健全化計画に伴う薬剤師年金の新規加入勧奨等の実施及び薬剤師年金制度変更の検   

    討 

     平成27年度に行ったアンケート結果等を基に、年金委員会ワーキンググループを開催し、

アンケート結果から得た要望や改善点を集約し年金制度のあり方の検討を引き続き行うと

ともに、本年度は以下の取り組みを行いました。 

平成24年度から開始している財政健全化計画の推進のため、平成28年度においても薬剤師

年金保険への積極的な新規加入勧奨を継続して行っております。具体的には、（１）新規入会

者向け「入会キット」への薬剤師年金保険パンフレット等の封入、（２）若年層を中心とした

年金加入募集用ダイレクトメールによる新規加入勧奨、（３）愛知で開催した第49回日薬学

術大会の展示会場に、薬剤師年金保険のブースを出展し、昨年度に刷新した大型ポスターを

継続して使用し展示や同大会参加者へのパンフレット配布を行いました。なお、（３）では本

会にて平成27年より募集している休業補償保険のパンフレットも併せて配布し、福利厚生制

度との相乗効果を図りました。また昨年度から、（４）本会が団体保険として取り扱ってい

る薬剤師賠償責任保険に関して年1回正会員約9万1千名を対象に発送している加入案内ダイ

レクトメールに、薬剤師年金保険PRチラシを同封し宣伝活動を行いました。 

なお、平成28年度においては、PRチラシを全面刷新するなど積極的な加入勧奨に努めまし

た。 

一方、財政健全化の更なる推進のため、加入者の制度の利便性向上を図り、制度の満足度

向上と加入促進を目的に、平成30年4月を目途に、財政健全化計画の変更を行う方針で検討

しております。なお、年金制度変更及び年金規則の改定について本会理事会にて承認を得た

Ⅲ．主要な業務に関する事項 
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ましたことをご報告いたします。 

 

(3)当年度業績 

保険料等収入は805百万円となり、責任準備金等戻入額882百万円、資産運用収益1,639百万

円、経常収益は3,326百万円となりました。 

一方、保険金等支払金2,148百万円、事業費88百万円等を合計した経常費用は2,245百万円と

なりました。 

この結果、経常利益は1,081百万円、当期純剰余は1,047百万円となり、当年度末の純資産は

△13,333百万円となりました。 

 

(4)対処すべき課題 

平成 28 年度においては、昨年度の厳しい市場環境から一転し、比較的に良好な資産運用

環境となりました。積立不足金は 133 億円（前年比約 10 億減）となりましたが、今後の財

政健全化について、昨年度行ったアンケート結果や年金決算を基に、引き続き年金委員会を

中心にワーキンググループを開催し検討を進めております。 

  加入者の利便性や満足度のさらなる向上や加入促進を積極的に行うことを目的に、年金制

度変更（①保険料払い込み額等の選択肢を拡充、②現在の終身年金（15 年保証）に加えて、

10年、15年の確定年金を導入、③加入期間 10年未満の中途脱退時に適用される利息を３段

階制への見直し、④給付一時停止の特例、⑤退会者の取り扱いの変更、⑥受託先金融機関変

更の柔軟性向上、⑦幹事銀行の交代）を行うこと等を予定していることなどに伴い、薬剤師

年金加入者・受給者等への年金制度変更に関する速やかな周知や疑義照会への対応が、財政

健全化（加入者獲得・加入口数増強）へ向けた喫緊の課題となっております。 
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1． リスク管理の体制 

  (1)資産運用リスク管理態勢 

１．薬剤師年金は、法令の範囲内で保有する資産について、財務の健全性の観点から安全か

つ効率的な運用を図っていますが、保有する資産・負債の価値が変動し、損失を被る資

産運用リスクを確認した上で、適切な資産運用リスク管理態勢を整備しています。 

２．年金資産は国内の信託銀行に委託し、資産は信託法により分別管理しています。 

３．資産運用の方法、資産の取得、保有及び処分に関して、資産運用を委託した各信託銀行

から、四半期ごとに資産の運用状況の報告を受けております。 

資産の運用状況は、各信託銀行から報告を受けた後、速やかに年金委員会及び理事会に

報告し、運用結果に応じ年金保険財政の健全性・適切性の観点から対策を検討していま

す。 

 

(2)事務リスク管理態勢 

事務リスクとは、業務の過程、役職員の活動、システムが不適切であること、または外生

的な事象により損失を被るリスクを言います。 

役職員については、法令を厳格に遵守し、公正・公平・透明性のある行動を心がけます。

また、コンプライアンス委員会において、常に法令順守を確認します。 

会員からの苦情・相談を定期的に年金委員会・コンプライアンス委員会・理事会に分析・

報告し、課題等を検討・改善します。 

 

 

2. 法令遵守の体制 

薬剤師は、国民の信託により、日本国憲法及び法令に基づき医療の担い手として、人権の中で

最も基本的な個人の生命・健康の保持増進に寄与する責務を負っています。また、本会は、公益

社団法人として会員ばかりでなく社会・公共の利益に貢献するという重要な役割を担っています。 

その薬剤師を対象とした薬剤師年金は、公正・公平・透明性のある事業を通じて社会に貢献す

る観点から、認可特定保険業者として業務の公共性を十分認識し、法令や業務上の諸規則等を厳

格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることが利用者からの信頼を確立するために重要で

あることから、以下の「コンプライアンス・マニュアル」を定めて対応しています。 

 

［薬剤師年金保険 コンプライアンス・マニュアル］ 

 

１．本会役職員は、法令等を厳格に遵守し、社会規範及び法人倫理に準拠した適正な法人活動

を遂行する。 

Ⅳ．運営に関する事項 
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２．財務・業務に係る情報等の積極的かつ公正な開示に努めるとともに、広く社会とのコミュ

ニケーションを図る。 

３．業務の中で発生するさまざまなコンプライアンス上の課題を早期に発見し解決する。 

４．加入者等の個人情報については、「薬剤師年金保険 個人情報保護方針」に基づき保護に努

める。 

５．本会理事会は、薬剤師年金の資産運用状況及び被保険者の苦情・相談の報告を定期的に受

け、薬剤師年金の健全な運営に重大な影響を及ぼすことがないよう、常に薬剤師年金のリ

スク管理を行う。必要に応じ、適切な対応を図る。 

６．コンプライアンスの推進については、年金委員会に「コンプライアンス委員会」を設置し、

定期的に法令順守の確認と課題の検討をする。 

７．コンプライアンスの担当は、年金担当理事とする。事務担当の責任者は、会計・厚生課長

とする。 

 

 

3. 個人情報のお取り扱いについて 

本会は、個人情報保護の重要性に鑑み個人情報保護方針を策定しています。薬剤師年金につい

ても、認可特定保険業者として被保険者に関する情報を適正に取り扱うため以下の「個人情報保

護方針」を定め対応しています。 

 

［薬剤師年金保険 個人情報保護方針］ 

 

（事務担当者） 

１．年金保険の事務を取り扱うため、専任の職員を配置する。 

（加入者名簿及び受給者名簿の台帳等の管理） 

２．加入者名簿及び受給者名簿の台帳等の書類については、専任の事務担当者が施錠された保

管庫で厳重に保管管理する。なお、管理責任は会計・厚生課長が負う。 

（電子媒体による情報管理） 

３．専任の事務担当者が、加入者及び受給者に関する情報を電子媒体により操作する場合は、

電子機器に固有のパスワードを設定する等、事務担当者本人以外の者が操作できないよう

管理する。 

（マイナンバーの取扱について） 

４．年金給付や加入者・受給者の変更手続き等、年金事務処理時に必要な添付書類にマイナン

バーが記載されていた場合、取扱は以下の通り対応する。 

① マイナンバーが読み取れないように処理をして、専任の事務担当者が施錠された保管

庫で厳重に保管管理する。 

② 書類を処分する場合は情報が漏洩しないよう、細かく裁断廃棄するか、又は溶解処理す
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る。 

（情報漏洩） 

５．被保険者に関する情報が漏洩した場合又は漏洩が疑われる場合は、遅滞なく会計・厚生課

長を通し担当理事に報告し、迅速かつ適切な対応を図る。 

６．発生した被保険者に関する情報の漏洩に対し、年金委員会においてその原因の分析及び再

発防止対策を策定し、本会理事会に報告する。 
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１． 貸借対照表 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） 

現金及び預貯金 

現金 

預貯金 

金銭の信託 

有価証券 

国債 

地方債 

社債 

株式 

外国証券 

その他の証券 

貸付金 

有形固定資産 

土地 

建物 

リース資産 

建設仮勘定 

その他の有形固定資産 

無形固定資産 

ソフトウェア 

リース資産 

その他の無形固定資産 

代理店貸 

再保険貸 

その他資産 

未収金 

未収保険料 

前払費用 

未収収益 

仮払金 

     

44,991 

9 

44,982 

26,415,677 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

362 

- 

101 

151 

- 

109 

29 

29 

- 

- 

- 

- 

72,524 

- 

68,401 

- 

- 

- 

（負債の部） 

保険契約準備金 

支払備金 

責任準備金 

契約者配当準備金 

代理店借 

再保険借 

その他負債 

借入金 

未払法人税等 

未払金 

未払費用 

前受収益 

預り金 

リース債務 

資産除去債務 

仮受金 

その他の負債 

退職給付引当金 

役員退職慰労引当金 

価格変動準備金 

繰延税金負債 

負債の部 合計 

 

39,447,917 

547,879 

38,900,037 

- 

- 

- 

210,993 

- 

- 

3,195 

- 

- 

42,572 

- 

- 

- 

165,225 

- 

- 

208,198 

- 

39,867,108 

（純資産の部） 

基金 

代替基金 

指定正味財産 

剰余金 

基金等合計 

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 

 

- 

- 

- 

△13,333,524 

△13,333,524 

- 

- 

Ⅴ．直近事業年度における財産の状況 
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準用保険業法第113条繰

延資産 

その他の資産 

繰延税金資産 

貸倒引当金 

- 

 

4,122 

- 

- 

評価・換算差額等合計 

純資産の部 合計 

- 

△13,333,524 

資 産 の 部 合 計 26,533,584 負債及び純資産の部合計 26,533,584 

（単位：千円） 

 

(注)１．継続事業の前提に関する注記 

本会は、当事業年度において、11,055百万円の債務超過（対前年比1,186百万円減）にな

っております（日本薬剤師会 平成28年度決算報告書内の貸借対照表 正味財産合計及び正味

財産増減計算書 正味財産期末残高を参照）。当該状況により、継続事業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が今もなお存在しております。 

本会は、当該状況を解消すべく、認可特定保険業認可申請時において「日本薬剤師会年金

保険財政健全化計画」を厚生労働省に提出し、本健全化計画に基づき、平成26年４月より年

金給付の引下げを実施しております。 

本健全化計画は平成48年度までと長期間に亘るため、健全化計画の前提条件に使用した数

値等については変動する可能性があり、現時点では継続事業の前提に関する重要な不確実性

が認められるものの、十分に達成可能な計画となっております。 

なお、財務諸表は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不

確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。 

 

２．重要な会計方針 

（１）有価証券（金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）の評価

基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･････････期末日の市場価格等に基づく時価評価（売却原価は移

動平均法により算定）によっております。 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法による原価法によっております。 

（３）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物附属設備及び什器備品････定率法によっております。 

但し、取得価額が10万円以上20万円未満の什器備品については、一括償却資産とし

て３年間で均等償却する方法によっております。 

② 無形固定資産 
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ソフトウェア及び商標権･･････定額法によっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については「通常の売買

取引」に準ずる会計処理によっております。リース資産の償却はリース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

（４）引当金の計上基準 

      貸倒引当金･････････････････未収会費の貸倒損失に備えるため、内規に基づく回収

不能見込額を計上しております。 

賞与引当金･････････････････職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当期に帰属する負担額を計上しております。 

役員退任引当金･････････････役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

当事業年度末要支給額を計上しております。 

職員退職給付引当金･････････職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。 

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づい

て計算しております。 

支払備金･･･････････････････保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等で、保

険金等の支出として計上していないものに備えるため、

認可特定保険業者等に関する命令（平成23年５月13日内

閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林

水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第１号 最

終改正：平成27年5月27日）の第46条の規定に基づき計算

した額を計上しております。 

責任準備金･････････････････保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるた

め、認可特定保険業者等に関する命令（平成23年５月13

日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第１号 

最終改正：平成27年5月27日）の第43条の規定に基づき

計算した額を計上しております。 

価格変動準備金･････････････保有する株式等資産の価格変動による損失に備えるた

め、認可特定保険業者等に関する命令（平成23年５月13

日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第１号 

最終改正：平成27年5月27日）の第41条の規定に基づき

計算した額を計上しております。 
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（５）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税込方式によっております。 

 

2．損益計算書 

（単位：千円） 

科目 金額 

経常収益 

保険料等収入 

保険料 

再保険収入 

責任準備金等戻入額 

支払備金戻入額 

責任準備金戻入額 

契約者配当準備金戻入額 

資産運用収益 

利息及び配当金等収入 

預貯金利息 

有価証券利息・配当金 

貸付金利息 

その他利息配当金 

金銭の信託運用益 

売買目的有価証券運用益 

有価証券売却益 

有価証券償還益 

有価証券評価益 

その他運用収益 

特別勘定資産運用益 

その他経常収益 

3,326,838 

805,445 

805,445 

- 

882,345 

- 

882,345 

- 

1,639,046 

0 

0 

- 

- 

- 

1,639,045 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

経常費用 

保険金等支払金 

保険金 

年金 

解約返戻金 

その他返戻金 

再保険料 

責任準備金等繰入額 

2,245,594 

2,148,482 

- 

2,148,482 

- 

- 

- 

8,824 
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支払備金繰入額 

責任準備金繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

資産運用費用 

支払利息 

金銭の信託運用損 

売買目的有価証券運用損 

有価証券売却損 

有価証券評価損 

有価証券償還損 

貸倒引当金繰入額 

その他運用費用 

特別勘定資産運用損 

事業費 

営業費及び一般管理費 

税金 

減価償却費 

退職給付引当金繰入額 

その他経常費用 

準用保険業法第113条繰延資産償却費 

その他の経常費用 

準用保険業法第113条繰延額（△） 

8,824 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

88,288 

88,144 

- 

144 

- 

- 

- 

- 

- 

経常利益 1,081,243 

特別利益 - 

特別損失 

減損損失 

価格変動準備金繰入額 

その他特別損失 

33,264 

- 

33,264 

- 

税引前当期純剰余 

法人税及び住民税 

法人税等調整額 

法人税等合計 

当期純剰余 

1,047,979 

- 

- 

- 

1,047,979 

 


